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１．外来機能報告制度

（紹介受診重点医療機関）について
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２．改革の方向性

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告する。

② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基
幹的に担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）を明確化

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に
担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）

逆紹介

外来機能報告、「地域の協議の場」での協議、紹
介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「医療資源を重点的に活用する外来」のイメージ〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

１．外来医療の課題

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部
の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進
めていく必要｡

外来医療の機能の明確化･連携
令和４年３月版厚生労働省HP「外来機能報告制度について」
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【地域の協議の場】

①医療資源を重点的に活用する外来に関する基準（※）を満たした医療機関に
ついては、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹
介率等も参考にしつつ協議を行う。
（※）初診に占める重点外来の割合40％以上 かつ

再診に占める重点外来の割合25％以上

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であっ
て、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、
紹介率・逆紹介率等（※）を活用して協議を行う。
（※）紹介率50％以上及び逆紹介率40％以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、
以下のとおり紹介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。
①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有
無等を報告し、
②「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。
※紹介受診重点医療機関（一般病床200床以上の病院に限る。）は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。

地域の協議の場
における協議

紹介受診重点医療機関について

【外来機能報告】

○「医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）」等の実施状況
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推進

のための必要な事項

紹介

逆紹介

かかりつけ医機能を担う医療機関

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を見込む

患者がまずは地域の「かかりつけ医
機能を担う医療機関」を受診し、必
要に応じて紹介を受けて紹介受診
重点医療機関を受診する。
状態が落ち着いたら逆紹介を受けて
地域に戻る受診の流れを明確化。

国民への周知・啓発

紹介受診重点医療機関
外来機能報告（重点外来の項目、意向等）

医療機関 都道府県

⇒公表

令和４年３月版厚生労働省HP「外来機能報告制度について」
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調整会議（６月中） 紹介受診重点医療機関
の公表（7/1）

厚生労働省資料に追記

栃木県の場合

令和５（2023）年令和４（2022）年
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２．外来機能報告集計結果の概要
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9※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。



※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。

10



11※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。
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※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。
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※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。



14※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。
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※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。
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※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。※黄色部分…基準を満たす場合、意向がある場合、水準を満たす場合を示しています。



３．紹介受診重点医療機関に係る協議
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Ｒ６年度以降は可（継続選定の場合）

調整会議（６月中） 紹介受診重点医療機関の公表
（7/1）

厚生労働省資料に追記
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決議
↓

結果通知
（医療政策課→医療機関）

↓
公表

（医療政策課ホームページ）



都道府県における今後の外来機能報告制度の運用等について
（令和５年３月６日付け医政地発0306 第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）

１ 令和４年度外来機能報告のスケジュールについて → ５，６ページ参照

２ 協議の場の結果の公表について
紹介受診重点医療機関に係る都道府県における協議結果の公表については以下のとおり行うこととする。

(1)協議の場における協議結果の報告について
都道府県は、協議の場における協議の結果をとりまとめ、紹介受診重点医療機関となる医療機関が確定した際は、速やかに、国及び当該

医療機関に対し、当該紹介受診重点医療機関名、公表日、公表場所等を通知等により情報共有すること。

(2)紹介受診重点医療機関の公表の連絡等について
(1)の公表日に、都道府県ホームページ等の公表場所に、紹介受診重点医療機関リスト（以下「医療機関リスト」という。）を掲載する

とともに、国及び該当医療機関に対し、公表した旨を通知等により情報共有すること。
また、協議の場における協議の結果に基づき、紹介受診重点医療機関でなくなる医療機関がある場合には、当該紹介受診重点医療機関で

なくなった医療機関の情報が更新された医療機関リストを公表し、その旨を国及び当該医療機関に対し、通知等により情報共有すること。

(3)都道府県ホームページ等における医療機関リストの公表等について
(2)の医療機関リストについては、１日付けで都道府県ホームページ等に公表すること。
また、協議の場における協議の結果に基づき、紹介受診重点医療機関でなくなる医療機関についても、同様に取り扱うこととされたい。

(4)紹介受診重点医療機関のとりまとめ等に関するスケジュールについて
紹介受診重点医療機関である医療機関については、協議の場における協議の結果の公表に伴い更新又は変更されるものであり、毎年度、

協議の場における確認を行うことが必要である。
協議の簡素化のため、状況に応じ、協議の場を持ち回りとする、文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能である。
また、各年度のスケジュールについては以下のとおりとする。

① 令和５年度
令和４年度の外来機能報告の報告結果に基づき、令和５年５～７月に協議の場を開催し、協議内容をとりまとめの上、公表された

紹介受診重点医療機関リストに掲載されている医療機関は、当該リストの公表日（１日付とすること）から紹介受診重点医療機関と
なる。なお、都道府県においては、当該リストを速やかに公表することとする。
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都道府県における今後の外来機能報告制度の運用等について
（令和５年３月６日付け医政地発0306 第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）

② 令和６年度以降
前年度（令和６年度の場合は令和５年度）の外来機能報告の報告結果に基づき、前年度１～３月（令和６年度の場合は令和６年１

～３月）に協議の場を開催し、協議内容をとりまとめの上、公表された紹介受診重点医療機関リストに掲載されている医療機関は、
当該リストの公表日（１日付とすること）から紹介受診重点医療機関となる。なお、都道府県においては、当該リストを速やかに公
表することとする。

３ 特定機能病院及び地域医療支援病院の取り扱いについて
特定機能病院及び地域医療支援病院の多くは、これらの病院の性格上、紹介受診重点外来の基準を満たすことが想定さ

れており、当該基準を満たす病院については、原則、紹介受診重点医療機関となることが望ましい。

また、特定機能病院又は地域医療支援病院であって紹介受診重点外来の基準を満たさない病院については、地域の外来
医療提供体制における当該医療機関の果たす役割等を外来医療の協議の場等で確認することとする。なお、本内容につい
ては、外来機能報告等に関するガイドラインにおいても今後お示しする予定である。

４ 令和５年度外来機能報告対象医療機関の抽出について
令和４年度外来機能報告の対象となる無床診療所については、厚生労働省において令和元年度のレセプトデータを用い

て、無床診療所のうち、「医療資源を重点的に活用する外来」を行っている蓋然性の高い無床診療所を抽出し、あらかじ
め外来機能報告を行う意向を確認することとしていたところである。

令和５年度外来機能報告においては、無床診療所に対して外来機能報告に係る意向調査を行う旨を周知した上で、令和
３年度のレセプトデータにおいて、「医療資源を重点的に活用する外来」を行っている蓋然性の高い無床診療所に対して、
委託事業者等を通じて令和５年４月～令和５年５月に当該報告を行う意向を確認することとする。また、各都道府県にお
ける「医療資源を重点的に活用する外来」を行っている蓋然性の高い無床診療所及び外来機能報告を行う意向を示した医
療機関の一覧について、当該都道府県へ提供する予定である。

また、上記の意向確認を行う期間以外の期間において、無床診療所が外来機能報告を行う意向を示す場合については、
都道府県における外来機能報告対象医療機関名簿の確認期間中（令和５年度においては７月頃を予定）であれば、各都道
府県において、当該年度の外来機能報告対象医療機関に含めることができることとする。
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済生会宇都宮病院、ＮＨＯ栃木医療センター、
栃木県立がんセンター

倉持病院、藤井脳神経外科病院、シンフォニー病院、
宇都宮脳脊髄センター

厚生労働省資料
を加工し追記

21

【地域医療支援病院 基準×・水準×】
NHO宇都宮病院



厚生労働省資料に追記

済生会宇都宮病院、
ＮＨＯ栃木医療センター、
栃木県立がんセンター

倉持病院、藤井脳神経外科病院、
シンフォニー病院、
宇都宮脳脊髄センター

協議の場（調整会議）において説明を求める

栃木県の場合

22

地域医療支援病院 基準×・水準×
NHO宇都宮病院



地域医療構想調整会議における協議

１.医療機関の説明（各医療機関５分程度）

Ⅰ 基準（初診40％以上かつ再診25％以上）を満たす医療機関
→紹介受診重点医療機関となる意向

医療資源を重点的に活用する外来の実施状況 に係る説明

Ⅱ 基準（初診40％以上かつ再診25％以上）を満たさない医療機関
→紹介受診重点医療機関となる意向

紹介率・逆紹介率等
紹介受診重点外来の基準を満たす蓋然性及びそのスケジュール等 に係る説明

２.決議
→議長により決を取る。

意
向
あ
り

意
向
な
し
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Ⅲ 紹介受診重点医療機関とならない地域医療支援病院
→紹介受診重点医療機関とならない意向及びその理由

地域の外来医療提供体制における当該医療機関の果たす役割等 に係る説明

※そのほかの意向のない医療機関については事務局（県）からその旨説明

対象：済生会宇都宮病院、ＮＨＯ栃木医療センター、栃木県立がんセンター

対象：NHO宇都宮病院

対象：倉持病院、藤井脳神経外科病院、シンフォニー病院、宇都宮脳脊髄センター



地域医療構想調整会議後の流れ

（調整会議後）
結果通知（知事→理事長、管理者宛て）

→例：令和5年○月○日に開催した○○地域医療構想調整会議の協議結果を踏まえ、７月１日付けで○○
病院を紹介受診重点医療機関に選定します。

公表（ホームページ）
→７月１日に下記ページで医療機関リストを公表
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/gairaikinouhoukoku.html
ホーム（栃木県ホームページ） > 医療 > 医療施策 > 外来機能報告制度・紹介受診重点医療機関について

紹介受診重点医療機関の公表

⇒７月１日から、紹介受診重点医療機関に係る診療報酬加算可能 24



厚生労働省Ｑ＆Ａ（抜粋）
Ｑ１ 令和５年度以降の協議の場のスケジュールは、令和４年度の修正前のスケジュールと同様と考えられるか。
Ａ１ 令和５年度以降については、当初のスケジュールどおり、当該年度の１月～３月に協議を行っていただくことを想定している。

Ｑ２ 医療機関の意向や基準の充足状況が前年度と変わらない場合であっても、毎年度協議の場で議論する必要があるか。
Ａ２ 紹介受診重点医療機関については、毎年度協議の場において確認は必要である。

なお、協議の簡素化のため、状況に応じ持ち回りとする、文書提出のみとするなどの柔軟な対応も可能である。

Ｑ３ 紹介受診重点医療機関については、協議を行い地域で確認することとされており、意見がわかれたときに、どのように決めるべきか。
見送って再協議するということでよいのか。

Ａ３ 意見が分かれた場合においては、再協議となる。また、最終的に医療機関の意向と協議の場の結論が合致した場合に限り、紹介受診重
点医療機関として公表する。

Ｑ４ 協議の場における協議方法（全会一致、多数決など）について、どのように設定すべきか。
Ａ４ 協議の場における協議方法については、現在まで各都道府県において様々な協議がなされており、各都道府県において望ましい協議方

法を選択いただきたい。なお、混乱が生じないよう、協議開始前に協議方法については、示しておくことが望ましい。

Q５ 基準を満たさないが紹介受診重点医療機関となるか否かが、都道府県の中においても、圏域により分かれる場合があり、必ずしも都道府
県一律での判断とならないと想定されているか。

A５ その通り。都道府県の中においても、地域により外来医療の状況は異なるため、紹介受診重点医療機関となるか否かについても、判断が
異なることが想定される。

Q６ 外来機能報告等に関するガイドラインにおいて、「医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であって、紹介
受診重点医療機関となる意向を有する医療機関については、地域の協議の場において、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に加
え、紹介率・逆紹介率等を活用して協議を行う。」との記載があるが、紹介率・逆紹介率の水準も満たしていない医療機関の場合、基本的
には紹介受診重点医療機関となることはできないという解釈でよいか。

A６ 基準を満たさないが意向を有する医療機関である場合、紹介率・逆紹介率の水準や地域の状況等を踏まえ、協議の場で協議いただく必要
がある。

Q７ 紹介受診重点医療機関の要件を満たさない地域医療支援病院について、地域の協議の場等において、具体的に何を確認するのか。
A７ 紹介受診重点医療機関とならない地域医療支援病院については、地域における当該医療機関の担っている機能について協議の場で確認を

行う。また、当該医療機関の外来医療の特性については、重点外来の実施状況や地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその
他の事項等の、外来機能報告の状況も参考とされたい。
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診療報酬等に係る変更点

→ ・紹介受診重点医療機関として広告可能となる。

・地域の診療所等から紹介された患者について診療情報を提供した場合、
連携強化診療情報提供料が算定できる。

（これまでは、かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関からの
紹介に限定されていた。）

①特定機能病院、地域医療支援病院、200床未満の医療機関

②上記以外の医療機関

→ ・上記に加え、紹介受診重点医療機関入院診療加算 800点（入院初日）が算定できる。

・紹介状なしで受診する場合等の定額負担が以下のとおり見直しとなる。

初診：医科 5,000円→7,000円、歯科 3,000円→5,000円
再診：医科 2,500円→3,000円、歯科 1,500円→1,900円

※新たに紹介受診重点医療機関となってから６か月の経過措置あり。
公表があった日から起算して6ヶ月以内での定額負担は、
医療機関の判断により徴収しないことも可能。
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４．「外来医療計画」の内容の追加
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厚生労働省資料
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厚生労働省資料
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旧・外来医師偏在指標 新・外来医師偏在指標（確定値）

区域 偏在指標 摘要 区域 偏在指標 摘要

全国 106.3 全国 122.2

栃木県 ー(※) 栃木県 98.8

県北 81.4 県北 80.7

県西 99.0 県西 98.3 

宇都宮 107.5 外来医師多数区域 宇都宮 109.6 外来医師多数区域

県東 98.1 県東 107.3

県南 95.8 県南 99.5 

両毛 93.3 両毛 92.6 

新・外来医師偏在指標による評価
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• 新指標における本県の順位は37位であり、宇都宮区域は外来医師多数区域に該当している
• 新旧の指標を比べると、宇都宮・県東・県南区域では増加しているが、県北・県西・両毛区域では減少している
• 新旧の医師偏在指標それぞれで区域を比較すると、最大値（宇都宮）と最小値（県北）の差は増加している（旧：26.1 ⇒ 

新：28.9）

37位

(※)栃木県の都道府県外来医師偏在指標は96.2であるが、外来医療計画では
二次医療圏単位の外来医師偏在指標のみ定められており公表データはない。
（都道府県単位での外来医師偏在指標は国のガイドラインにおいても求められ
ていない。）

参考 茨城県 88.2(44位)、群馬県 108.2(21位)



地域医療構想調整会議における協議

１.医療機関の説明（各医療機関５分程度）

Ⅰ 基準（初診40％以上かつ再診25％以上）を満たす医療機関
→紹介受診重点医療機関となる意向

医療資源を重点的に活用する外来の実施状況 に係る説明

Ⅱ 基準（初診40％以上かつ再診25％以上）を満たさない医療機関
→紹介受診重点医療機関となる意向

紹介率・逆紹介率等
紹介受診重点外来の基準を満たす蓋然性及びそのスケジュール等 に係る説明

２.決議
→議長により決を取る。

意
向
あ
り

意
向
な
し
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Ⅲ 紹介受診重点医療機関とならない地域医療支援病院
→紹介受診重点医療機関とならない意向及びその理由

地域の外来医療提供体制における当該医療機関の果たす役割等 に係る説明

※そのほかの意向のない医療機関については事務局（県）からその旨説明

対象：済生会宇都宮病院、ＮＨＯ栃木医療センター、栃木県立がんセンター

対象：NHO宇都宮病院

対象：倉持病院、藤井脳神経外科病院、シンフォニー病院、宇都宮脳脊髄センター


